
地域建設業経営強化融資制度の概要
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（発注者）

元請負人（受注者）

（地域建設業者）

③債権譲渡

の承諾

②債権譲渡

の承諾申請

（出来高50％

以上の時点）

保証事業会社

（東日本建設業保証㈱）

相談窓口①

事業協同組合等又は一定

の民間事業者（㈱建設経

営サービス）

相談窓口①

④工事請負代金の債権譲渡

⑤－3転貸融資

⑥－1 債務保証 連
携

金
融
機
関

⑤－1 転貸資金の調達

⑤－2 債務保証

（一財）建設業振興基金

※元請負人は、事業協同組合等（一定の民間事業者）、保証事業会社のいずれかに相談

※元請負人は、発注者の承諾を得て、事業協同組合等（一定の民間事業者）に対する請負代金債権を譲渡

※建設業振興基金の債務保証（⑤－1、⑤－2、⑤－3）と保証事業会社の債務保証（⑥－1、⑥－2）を合わせ

ることにより、出来高を超える部分を含め融資

⑦工事代金

の支払い

⑥－2融資



地域建設業経営強化融資制度の具体的な融資利用イメージ
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①請負金額 １億円

②前払金 4,000万円

③工事出来高 70％の段階で、本制度により5,000万円の融資を実施

④工期 6か月
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工期 30日 90日 120日 180日 220日


